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■総合計画進行管理総括表 
 

「わたしたちはこんなまちにしていく」全般に対する評価と今後の対応 

◇市の評価 

＜総括評価＞ 

 

総合計画に位置付けた人口維持という目標に対して、平成 28年度は子育て世代の転入が安定して推

移したことにより僅かながら人口が増えた。これまで取り組んできた子育て施策などの成果と言えよ

う。しかしながら、平成 29年度に入り再び微減傾向となっており、さらなるシティプロモーションに

努める。 

一方、総合計画全体の評価としては、基幹計画にあたる各節は概ね順調の「Ⓑ」となったが、個別

計画の評価が前年度より相対的に下がっており、目標達成に向けて気を引き締めなければならない。

また、審議会から指摘された事業の各年度目標については、全職員の目標管理制度が平成 28年度から

スタートしているので、総合計画リーディング事業における目標との関連付けを検討する。 

個別課題としては、昨年 9 月から取り組みを再開した総合的病院誘致事業は市民の期待も高く、着

実に実現に向けて進めていく。また、昨年 12月にオープンした２カ所の未病センターは好評であり、

健康づくりの一層の推進とともに、未達成課題である健診受診率向上と保健指導につなげていく。 

地域自治システムについては、残る逗子小学校区の地域担当職員を増員して支援体制を強化した。

今後とも地域との丁寧な対話を重ねていく。 

一方、（仮称）自治基本条例検討事業が当初予算で減額修正され、6 月議会の補正予算で再開するこ

ととなった。今後、議会との情報共有を密にするとともに、幅広い市民との意見交換によって市民自

治システムを確立していく。少子高齢化・人口減少が進み、財政状況が一層厳しくなる中、自治力を

高めることは豊かな地域社会の持続性を左右する最重要課題であり、今後とも注力していく。 

なお、未策定の計画については、安全安心アクションプランが平成 29年度末に策定予定であるが、

当初予算で減額修正された住環境形成計画策定を始めとして、まだ目処が立っていない計画について

スケジュール化していく。最後に、総合計画・基幹計画・個別計画の評価システムの連携がまだ不十

分のため、審議会・懇話会等の評価が的確に反映されるよう、さらなる改善に努める。 

 

政策効果を高めるために、進捗を加速するために、工夫・重点化すべき点 

○予算 

 平成 29年度に入って財政状況が急激に悪化し、緊急財政対策本部を立ち上げて財政構造の抜本的改

革を進める事態となった。市税や地方消費税交付金などの減少、扶助費や公債費など経常経費の増加

により、財政余力がなくなったためである。 

来年度以降は現状の歳入に見合った予算規模に圧縮しなければならず、総合計画の推進においても、

事業の優先順位を明確にした上で休止せざるを得ない事業が出るなど目標の再検討を迫られる可能性

が高い。 

また、国民健康保険料や保育料などの適正な受益者負担を求めるとともに、他市に比べて手厚い給

付や事業の見直しも行わなければならない。葉山町とのごみ処理広域連携による効率化も財政に大き

な影響を及ぼす重要な課題であり、一層推進する。 

 今後の財政見通し並びに事務事業や施設運営の見直しなどについて、10 月までに取りまとめ、市民

への説明責任を果たしながら、予算の適正化を図る。 

 

○人・組織 

財政構造改革のためには人件費の削減は避けて通れない。これまで業務の委託化や施設運営の指定

管理移行を進めてきたが、一層の委託化に加え、時間外勤務の大幅削減、さらには職員数の削減を行

うとともに、機構改革を契機とした業務の効率化と組織間の連携強化を図り、ワークライフバランス

に配慮しながら抜本的な人事改革に取り組んでいく。 

 

 

 



 

◇基幹計画に位置づけられる個別計画の総括評価結果 

柱 
基幹計画評価 個別計画評価 施策体系評価 

リーディング 

・基幹計画事業 

Ａ Ｂ Ｃ Ａ Ｂ Ｃ a b c (a) (b) (c) 

第 1節 - １ - 
１ 

(２) 

３ 

（２） 
１ 

８ 

(９) 

６ 

(５) 
１ 

16 

(18) 

８ 

(６) 
２ 

第 2節 - １ - １ ４ - 
10 

（12） 

６ 

（４） 
１ 

12 

(14) 

８ 

(６) 
１ 

第 3節 - １ - １ ４ - ６ ８ - 17 ９ - 

第 4節 - １ - 
２ 

（１） 

３ 

（４） 
- 

９ 

(６) 

３ 

(６) 
１ 

９ 

(６) 

３ 

(６) 
１ 

第 5節 - １ - - ４ - ２ 
５ 

(４) 

- 

(１) 
２ 

５ 

(４) 

- 

(１) 

合計 - ５ - ５ 18 １ 35 
28 

(27) 

３ 

(４) 

56 

(57) 

33 

(31) 

４ 

(５) 

※ （ ）の数字は、審議会等から指摘を受けた評価に変更した場合 

 

◇総合計画審議会の意見／【Check】の観点からの意見等 

＜総括評価意見＞ 

（総計審が作成） 

 

 

 

 

 

＜各基幹・個別計画の評価状況についての意見＞ 

（総計審が作成） 

 

 

  

 

 

◇総合計画審議会の意見／【Action】の観点からの意見等 

＜今後の展開や策定に向けて考慮・検討を要する事項＞ 

（総計審が作成） 
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福祉プラン
1　共に生き、心豊かに暮らせるふれあいのまち

【基幹計画進行管理表】

理念（最上位の目標）＝総合計画基本構想の「めざすべきまちの姿」の評価

総括コメント 評価

◇基幹計画に位置づけられる個別計画の総括評価結果

B

B

◇市の評価

C B A

＜審議会・懇話会等総括意見＞

◇審議会・懇話会等の意見／【Check】の観点からの意見等

特になし

＜各個別計画の評価状況についての意見＞

各個別計画の評価及び懇話会等の意見に同意する。

事業の評価にあたっては、量的な評価と質的な評価とを組み合わせながら評価を行うことが求められるが、そ

れらの均衡をうまく図りながら評価していくことが重要である。

地域福祉計画・

地域福祉活動計画
健康増進計画 高齢者保健福祉計画 障がい者福祉計画

子ども・子育て

支援事業計画

B

■

審議会等が妥当と

考える評価区分
B

　３つの計画が「B」判定、「A」判定と「Ｃ］判定の計画が一つずつであることから、全体評価としては「B（取

り組みはある程度達成できた）」と評価した。

　個別の事業の中で、「C」と評価した事業が２つあるが、これらは短期間での目標達成が困難な事業であ

り、長期的な視点で目標が達成できるよう、今後も事業の推進に向けて手段を検討していくことが必要で

ある。

　なお、５つの計画を通して、いかなる分野の事業においても、情報の周知・発信についての提言がなされ

た。行政等から市民等に対して情報を周知・発信するにあたっては、分かりやすく、興味を持って、自身の

ことと捉えられるような伝え方の工夫が求められているため、各部署とも今後問題意識を持って取り組んで

いく必要がある。

人と人との支え合いが、人と暮らしを元気に豊かにし、安心・安全なふれあい社会をつくりだします。ふれあいの基本は、人への優しい心

と思いやりです。

わたしたちは、共に生き、心豊かに暮らせるふれあいのまちの実現をめざします。

逗子に生まれ、育ち、暮らしていく人生のステージにおいて、すべての人が優しさと思いやりの心を育み、次の世代へとつないでいきま

す。

め
ざ
す
べ
き
ま
ち
の
姿

１ 「その人らしく生きること」を
お互いに支え合う福祉のまち

２ 医療・保健・福祉が連携した
安心・健康長寿のまち

３ 高齢者が住み慣れた地域で、
安心して暮らせるまち

４ 障がい者が安心して
自分らしく暮らし続けられるのまち

５ 誰もが心豊かに子育てできるまち

（Ａ）

5



＜基幹計画の今後の展開や策定に向けて考慮・検討を要する事項＞（次期計画に向けた意見）

＜計画の推進・改善に向けて意見・提案＞（今年度、来年度に向けた意見）

福祉というのは、もともと福祉という分野に限定されるものではなく、教育福祉、医療福祉、児童福祉、労働福

祉…等、生活そのものを扱うため、あらゆる部門に関わりを持っていくものである。したがって、福祉プランの各

個別計画間の連携のみならず、他部門の個別計画とも連携して計画を推進していくことが必要である。

≪地域福祉計画・地域福祉活動計画≫

計画を推進していく中で、行政・社協・地域住民の３者は、それぞれの取り組みの更なる連携が求められている

とあるが、行政・社協はあくまでも組織であり、地域住民は個人であるので、役割なり機能というものは当然異な

る。それぞれの特徴・機能を踏まえた上で、より分かりやすい連携の方法を今後検討していく必要があるのでは

ないか。

≪健康増進計画≫

特定健診の受診率の向上に向けて、集団健診・個別健診を含め、受診者に対するアンケート調査を実施し、ど

のような理由で、どういう目的のもとで受診しているか等の行動分析を行い、受診したくなるような仕掛けづくりの

検討の一助とすることは、非常に有効な手段となりうるのではないか。

≪高齢者保健福祉計画≫

認知症サポーター養成講座について、現状では受講者に対して認知症に対する周知、啓発を行っているに留ま

り、今後どういった活動に取り組んでいただきたいかということが明確でない。今後、国の動向も踏まえながら、

逗子市においても具体的なサポーターの活用方法について、検討していただきたい。

≪障がい者福祉計画、子ども・子育て支援事業計画≫

平成29年４月の機構改革に伴い、子育て支援課（旧児童青少年課を含む）・保育課・療育教育総合センターを教

育委員会に集約し、子育て・教育の一環した支援体制の構築を図ろうとしている中で、福祉プランの個別計画

と、教育分野の個別計画とが、計画を越えた連携や情報の共有をより一層図っていくことが必要である。

◇審議会・懇話会等の意見／【Action】の観点からの意見等
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　歳を重ねても健康でいたいという思いはみんなの願いです。人生のうちで健康でいる期間が長ければ長いほど質の高い生活が送れます。

　そのためには、市民一人ひとりが「自分の健康は自分で守る」という自覚を持ち、自身の健康状態を的確に把握するとともに、家族みんなや仲間と楽し

みながら健康づくりを続けることが重要です。

　市民誰もが生涯を通じて活動的に生活できるように、市民が主体の健康づくり活動や地域で進める健康づくりを推進していきます。

　また、健やかで安心して暮らしていくために、医療・保健・福祉の各分野の関係機関・団体との連携を強化し、誰もが身近なところで適切な医療を受けら

れるような地域医療体制が充実したまちをめざします。

全体的によくやっている。

健康増進事業に関しては、市民に対して分かりやすい発信を、

流動的に変化させながらやっている。対象者を飽きさせない、目

を向けさせるコツであるので、今後も継続されたい。

特定健診、がん検診の受診率の向上は、実施結果が目標達成

につながらず残念ではあるが、今年度の若い男性にターゲットを

絞り、受診勧奨にインパクトを置いていくのは良い。受診したら喜

ばせるつくりがあるとよい。受診勧奨の媒体などもよい。若いうち

から自覚を促すような広報をたくさんしてほしい。

　　　　　　　　　　　　　総括

健康増進計画
【個別計画進行管理総括表】

◇理念（最上位の目標）＝総合計画基本構想の「取り組みの方向」の評価

■

健康増進計画に位置付けられた３つの取り組みにつ

いては、計画どおりに実施し、着実な推進が図られた

が、評価が「C」となったのは、評価対象事業が受診

率の向上や総合的病院の誘致など、短期間での目

標達成が困難なものであり、 今後は、事業ごとに

（ａ）評価が増えていくよう、取り組む必要がある。

　未病の取組みやインセンティブの付与などにより、

市民への啓発活動を強化する。また、KDBシステム、

データヘルス計画の分析を反映し、保健指導内容に

強弱をつけていく。

審議会・懇話会等の総括意見
（個別計画の懇話会等が作成）

C

◇施策体系別の評価

施 策 体 系 コ メ ン ト 審議会・懇話会等の意見評価
総合評価の状況

(a) （b） （c）
（参考） 予算事業名

第Ⅵ章　地域

医療の充実

１　医療・保

健・福祉の連

携強化

・健康づくり推進事業

・成人等保健事業
・特定健診・特定保健指導事業

・地域医療充実事業

概ね順調に進捗している。特に健康

づくり推進事業についてはよくやっ

ており、(a）評価でよい。特定健診、

がん検診の受診率の向上は、今年

度の若い男性にターゲットを絞り、

受診勧奨にインパクトを置いていく

のは良い。若いうちから自覚を促す

ような広報をたくさんしてほしい。

2

(1)

2

(2)

0

(1)

今回評価した４つの事業

は、医療費の適正化や受診

率の向上など、短期間での

目標達成が困難なものであ

り、総合評価において（ａ）評

価が１つも無かったものに

よるものである。

1

評価

第Ⅵ章　地域

医療の充実

２　総合的病

院誘致

地域医療充実事業

(総合的病院誘致)

概ね順調である。

逗子市民の悲願である。頑

張ってほしい。

b 1 00

年度途中から急きょ誘致を

再開し、短期間での公募・

選考は困難を極めたもの

の、ほぼ予定どおりに進行

できている。

2

取
り
組
み
の
方
向

c
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就労等支援事業

【事業進行管理表】

【総合計画の体系】

事 業 名

事

業

概

要

第1節 共に生き、心豊かに暮らせるふれあいのまち

障がいのある人が地域社会で生活を営んでいくために経済的な基盤を確保する

2015(平成27)年度 2016(平成28)年度 2017(平成29)年度 2018(平成30)年度

○逗子市障がい者等職場

体験事業の翌年度実施に

向けた賃金、交通費等創

設

目標　【2018(平成30)年度】 現状【2013年度末】

福祉施設の利用者のうち、就労移行支援事業等を通じて一般就労に移行する人

が、４人以上になっている。（平成34年度目標）

0人

所 管 名

年

度

別

計

画

<2016年度　進捗状況>

目
標
達
成
状
況

自立支援会議専門会議就労支援部門を２回実施し、当事者団体、就労援助セン

ター、特別支援学校、各事業所等と就労に向けた意見交換や情報共有、関係機関の

相互連携等に努めた。

平成29年度実施予定の逗子市障がい者等職場体験事業に向けて、臨時職員として

採用することとした。（賃金、交通費等支給）

特別支援学校との進路に関する情報交換会の開催

４人

事業費(2016(平成28)年度実績額）

1-4 4 障がい者が安心して自分らしく暮らし続けられるまち

リーディング事業 基幹計画事業 計画事業費【2015～2022年度】

〇逗子市障がい者就労支

援員の設置

〇逗子市障がい者等職場

体験事業

783,440

逗子市障がい者就労支援員が年度途中より不在となった。

(b)  概ね順

調であると

みなせる

(a)  順調

である

就労移行支援事業所が市内に新設できるよう、市でも事業所等に周知してもらいたい。

ア ①予定どおり進捗

実
施
結
果

事
業
の
反
省
点
 ・
問
題
点

個
別
事
情

社
会
状
況
変
化
等

考
慮
す
べ
き
事
情

<審議会・懇話会等の意見>

進
捗
状
況

審議会等が
妥当と考える

評価区分

■逗子市障がい者福祉計画

工
夫
し
て
い
る
点

必要な就労やそれに向けた通所の場や機会の確保、近隣の就労援助センター等との協力など、障がい特性に

応じたきめ細やかな就労支援体制づくりを図るとともに、雇用する側に対して障がいに関する理解や積極的な雇

用を求めていく。

市民

目

的

手

段

対

象

千円

円

1420

総
合
評
価

障がい福祉課

4
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共に学び、共に育つ、共育のまち推進プラン

2　共に学び、共に育つ「共育」のまち

【基幹計画進行管理表】

理念（最上位の目標）＝総合計画基本構想の「めざすべきまちの姿」の評価

総括コメント 評価

◇基幹計画に位置づけられる個別計画の総括評価結果

B

B

◇市の評価

B B A

＜審議会・懇話会等総括意見＞

◇審議会・懇話会等の意見／【Check】の観点からの意見等

・「生涯学習活動推進プラン」：「共育のまち」が標榜する「生涯学習活動」を目指す観点から、自己完結型の学習講座ではなく「生涯学

習＋活動」の新しい理念への転換が必要であり、全体の資源配分の見直しも検討すべきである。講師登録制度はあるが、活用につい

て検討すべきである。

・「スポーツ推進計画」：人数だけの評価になっている。内容への評価へと変えていくことを希望する。

・「文化振興基本計画」：歴史や文化財を通じて、「逗子を知る」学習の充実が求められる。

・「学校教育総合プラン」：学校教育法などに規定される部分が多いため、学校教育全体ではなく「共育プラン推進」の視点から位置づけ

られる特定のテーマ・事業があっていいのではないか。

・「社会教育推進プラン」：全講座で受講者アンケートを実施し、資料として提出されていることは高く評価される。市内すべての講座を

データベース化したい（生涯学習活動のポータルサイト充実化に期待）。

＜各個別計画の評価状況についての意見＞

全体としては各計画とも着実に取り組まれており、概ね順調との評価は妥当であるとの結論にいたった。

１）横断的な評価をより効率的かつ適切に行うために、①各種講座等における事業について、添付された報告資料の様

式がまちまちであるため、様式の統一について検討を要する、②事業進行管理表の記載について、年度別計画と実施

結果の整合性に欠けている事業が一部にあり、記載について確認すべきである（目標と目標達成状況も同様）、③評価

は事業目的によって定量評価、定性評価の両面が必要であり、基幹計画懇話会レベルなどでも「出来た」や「十分」の評

価指針の検討が必要である。

２）参加者が少ない事業の評価について見解が分かれた。多様化・高度化する学習要求に応じるためには多くの学習機

会が必要であるが、限られた予算の中で効率的な学習機会を提供することも重要である。

３）講座等の広報として、①行政が費用負担する無料の講座について、講座に係る経費等を記載し、受講者の意識を高

める、②講座名にレベル（入門編や上級編など）を記載するなど、更なる工夫の余地はある。

生涯学習活動

推進プラン
文化振興基本計画 スポーツ推進計画 学校教育総合プラン 社会教育推進プラン

B

■

審議会等が妥当と

考える評価区分
B

どの事業も概ね順調に目的に沿って進捗している。

評価がＢとなった理由は、逗子市文化振興基本計画においては、文化プラザホールの維持管理事業にあ

たり、先送りしているホールの改修修繕等の現状について、適切なメンテナンスが求められていること、逗

子市スポーツ推進計画においては、スポーツの祭典の開催に際し、年齢や障がいの有無にかかわらずス

ポーツの場を提供することができたことの評価を、学校教育総合プランにおいては、様々な取り組みが一

定の評価を受けるも、その取組みが外部に見えにくいこと、また、学校の取り組みが次々と求められ、教職

員の負担が課題となっているとの評価を受けたことによるものです。

各事業とも、各々の課題を精査、検討し、よりよい事業となることを期待したい。

世代間交流を通じて、共に学び合い、共に育つ「共育」理念のもと、市民の誰もが、人生のどの場面でも、いき

いきと学び、文化を育み、スポーツに親しみ、その成果を様々な形で生かすことのできる、市民が主役を演じる

「共育のまち逗子」をめざします。

め
ざ
す
べ
き
ま
ち
の
姿

１ 子どもも大人も輝く生涯学習のまち ２ 文化を新たに創造するのまち ３ スポーツを楽しむまち ４ 学校教育の充実したまち
５ 子どもも大人も共につながり

成長していくまち
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＜基幹計画の今後の展開や策定に向けて考慮・検討を要する事項＞（次期計画に向けた意見）

＜計画の推進・改善に向けて意見・提案＞（今年度、来年度に向けた意見）

進行管理も2年目となり、課題も明確になった。以下はActionの内容と合わせて検討すべき課題である。

１）「共育のまち」推進に必要な課題

・市民（特に学習グループやサークル等）との協働体制の推進。「共育」理念の実質化、一般市民への浸透。

・「逗子市総合計画」における各基幹計画を横串で担うのが「共育のまち」推進計画でもあるという観点から、「共育」の各計

画だけでなく、他部局の個別事業計画への関心を高めることが必要。

・学習意欲はあるが講座に参加できない市民に対するアウトリーチの構想・強化（講座記録媒体の貸出など）。

・市民の学習を支える条件整備（①施設の整備・改修②職員・関係者の力量形成）を行政の役割として明示。

・学習機会の充実は、予算や業務を無限に増加させる。縦割行政下での講座運営を横断的に俯瞰する「コントロールタ

ワー」が必要（生涯学習推進本部を「共育のまち」に変更した全庁的な調整委員会の設置。また、行政職員による調整だけ

でなく、市民協働によるニーズ調査や独自分析への取り組みも期待したい）。

・「共育のまち」の柱でもある世代間交流を意識した事業の充実（定年退職後の移住者等に対する参加促進、若者の参加促

進の強化を含む）。

２）現行の評価システムの課題と改善策

・年度単位で完結しているため、毎年同じ意見が繰り返される。前年度の意見に関するフィードバック（対応・改善の報告等）

の仕組みをつくる必要がある。

・各懇話会や審議会での議論は、総合計画審議会へあげるだけでなく、実際の改善に向けた取り組みにつなげることが肝

要であり、個別審議会や行政担当部局への報告や周知についても仕組み化する必要がある。

・より良い目標設定のあり方について、今から次期計画に向けた検討を始めるべきである（目標数値の積算根拠の明確化、

質的評価導入について）。

・各個別計画の様式や記載項目について、少なくとも基幹計画内では統一すべきである。

・評価をわかりやすくするための共通基準に工夫が必要である（受講者アンケートのフォーマット化など）。

１）役割分担（各事業の目的の明確化）、財政補助（予算配分）の見直し、資産（施設等）の有効活用

各々の事業は、連携を図ることでさらに効果が高まると思われるため、内容が関連した事業の周知を工夫すると

共に、内容が重複する講座等は廃止も含めて検討するべきである。実際に検討を行うためには、個別計画や行

政管轄を超えた、講座等の横断的なデータベースの構築が急務である。

２）受講者アンケートのための統一フォーマットの作成と、当該事業での全数実施に向けた検討

各種講座等の参加者に対し、アンケートを配布し、講座受講後の事業に対する感想や自己評価を求めること

で、学習効果を高めることが期待される。「社会教育推進プラン」内で実施されているこの方法を援用し、すべて

の講座等で実施できるよう、横断的な検討を始めてほしい。

３）評価の対象範囲の再検討

施設等の維持管理事業のように専門的な知識、経験が必要な事業の進行管理を全くの素人である市民に委託

することに疑問を感じる。

４）生涯学習と社会教育の再検討

　実際には重複する部分も多く、市民にとってはわかりにくい。用語についても検討すべきである。

◇審議会・懇話会等の意見／【Action】の観点からの意見等
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　市民の誰もが、人生のどの場面でも、いきいきと学びを楽しむことができるよう、一人ひとりの力と行動で、教え合い学び合いを形にし

ていきます。

　そして、学ぶ楽しみ教える喜びで地域の一人ひとりがいきいきと輝いているまち、互いの生き方を尊重し育み合えるまち、学習活動の

域を越えて学んだ成果を様々な形で生かすことで元気な地域づくりへとつながっていくまち、生涯学習活動のまち逗子をめざします。

事業の進捗状況は、概ね良好である、各事業における課

題等について、検討し、よりよい事業となることを望みま

す。

　　　　　　　　　　　　　総括

生涯学習活動推進プラン
【個別計画進行管理総括表】

◇理念（最上位の目標）＝総合計画基本構想の「取り組みの方向」の評価

■

どの事業も概ね順調に目標に向かって進捗して

いる。

審議会・懇話会等の総括意見
（個別計画の懇話会等が作成）

B

◇施策体系別の評価

施 策 体 系 コ メ ン ト 審議会・懇話会等の意見評価
総合評価の状況

(a) （b） （c）
（参考） 予算事業名

生涯を通じた

学習活動への

支援

市民交流センター維

持管理事業

ポータルサイトを開設し、運用を開

始したことによる情報の集約と発信

は評価できるが、ポータルサイトの

利用者数をだけをみると利用者数

は少ないように思える。利用者を増

やす方法を検討してほしい。

講座が幅広く開催されていることを

評価する。

2

ポータルサイトを開設し、情

報集約化を図った。

生涯学習の講座が多く開催

され、多くの参加があり、学

習活動への意欲向上が図

られた。

1

(Ａ)

評価

市民活動に関

する学習活動

への支援

市民交流センター維

持管理事業

様々な講座・催しを企画実施していることを評

価いたします。一方、参加者数が少ない講座

もあり、内容に応じてですが、市内各種関係団

体と連携して企画するなどの工夫があったらよ

り良いと考えます。

市民活動のススメ講座は、行政でなければ企

画が困難な内容だと思います。しかし、参加者

が予定していた定員にほど遠かった事が残念

です。ネット検索などでは得られない、講座な

らではの内容があることをもっとアピールした

らいかがでしょうか。

a 1

市民交流センターフェアに

て多種多様の講座を開設

し、多くの参加者があった。2

現代的課題に

関する学習活

動への支援

図書館活動事業 身近な情報取得から各種調査

の資料源として活用度は高く評

価いたします。

また、リファレンスサービスが更

に普及されるような活動が望ま

しい。

b 1(1)

読み聞かせ講座、ブックス

タートなどの講座が開催さ

れ、多くの方の参加があり、

好評であった。
3

(a)

地域で子ども

を育てる環境

づくり

体験学習施設講座等

事業

“サイエンスフェスティバル”“スマイルまつり”、ともに

子供たちが体験学習できる良いイベントだと評価でき

る。ボランティアスタッフに高・大学生が参加しているこ

とがとても良い。今後は、“居場所のない児童青少年”

の居場所づくりに期待したい。

青少年会館時代から引き継いだ事業に新しい体験講

座を加えて多彩な講座を開催しているのも評価でき

る。0円食堂も開いていることで今後に期待している。

こどもから大人まで楽しめる事業も大切であるが、こど

もたちが体験を通して社会貢献に関心が持てるような

講座も検討してほしい。

b 1(1)

子供向けの様々なイベント

等が開催され、多くの児童

青少年の参加があり、好評

であった。
4

(a)

取
り
組
み
の
方
向

a
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＜個別計画の今後の展開や策定に向けて考慮・検討を要する事項＞（次期計画に向けた意見）

＜事業の推進・改善に向けて意見・提案＞（今年度、来年度に向けた意見）

職員の資質の向上が必要である。

事業の評価をするにあたり、報告書の様式等が所管によりまちまちである。できることなら、ある程度統一した様

式にしてもらえると審査しやすくなる。

報告書に記載する事業内容等について、わかりにくい講座等がある。講座名だけや講座名が英語だけのものだ

と内容が把握できない、わかりやすく記載することをお願いしたい。

多くの方に情報が共有されることを望む。障がいを持っている者にとっては、アクセス権がないと情報収集がで

きない。また、施設等において、バリアフリー化がなされないと施設の利用やイベント等への参加が困難である。

＜各所管による事業進行管理表の評価状況についての意見＞

＜計画を越えた連携についての意見＞

◇審議会・懇話会等の意見／【Action】の観点からの意見等

◇審議会・懇話会等の意見

4-1
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環境基本計画
3　自然と人間を共に大切にするまち

【基幹計画進行管理表】

理念（最上位の目標）＝総合計画基本構想の「めざすべきまちの姿」の評価

総括コメント 評価

◇基幹計画に位置づけられる個別計画の総括評価結果

B

B

◇市の評価

B A B

＜審議会・懇話会等総括意見＞

◇審議会・懇話会等の意見／【Check】の観点からの意見等

特になし

＜各個別計画の評価状況についての意見＞

個別計画総括管理表及び事業進行管理表における評価に疑義等はない。

基幹計画としては、引き続き各個別計画の連携を意識して取り組まれたい。

緑の基本計画
一般廃棄物処理

基本計画

地球温暖化対策

実行計画
景観計画推進プラン

（該当する個別計画のない

基幹計画事業）

B

■

審議会等が妥当と

考える評価区分
B

　概ね順調に推移しているが、「１ 自然を大切にするまち」、「２ 廃棄物による環境負荷の少ないまち」、「４

暮らしと景観に配慮したまち」の一部事業にｂ評価が存在するため、全体の評価としてはB評価としていま

す。

　なお、昨年度に審議会より意見のありました、緑地保全の推進と廃棄物の減量化との連携については、

これまでも、緑地管理に伴う植木剪定枝は適切に処理してまいりましたが、平成28年度には、池子の森自

然公園内に植木剪定枝粉砕車両を設置し、市内の公園、緑地の管理伐採等から発生した植木剪定枝の

チップ化を試行しました。

逗子を取り巻く自然は、海や、市街地の三方を囲む丘陵のみどりなどが良好な状態で残されています。この豊かな自然

は、市民の暮らしに潤いを与えてくれます。

わたしたちは、これからも、常に自然を守り、育み、地球に優しい持続可能な潤いのあるまちをつくり、自然と人間を共に大

切にするまちの実現をめざして、この恵み豊かな環境を、次の世代へとつないでいきます。

め
ざ
す
べ
き
ま
ち
の
姿

１ 自然を大切にするまち ２ 廃棄物による環境負荷の少ないまち ３ 温室効果ガス排出の少ないまち ４ 暮らしと景観に配慮したまち
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＜基幹計画の今後の展開や策定に向けて考慮・検討を要する事項＞（次期計画に向けた意見）

＜計画の推進・改善に向けて意見・提案＞（今年度、来年度に向けた意見）

特になし

特になし

◇審議会・懇話会等の意見／【Action】の観点からの意見等
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＊都市デザイン計画 　《未策定》
4　安全で安心な、快適な暮らしを支えるまち

【基幹計画進行管理表】

理念（最上位の目標）＝総合計画基本構想の「めざすべきまちの姿」の評価

総括コメント 評価

◇基幹計画に位置づけられる個別計画の総括評価結果

B

B

◇市の評価

B A (B) A

＜審議会・懇話会等総括意見＞

◇審議会・懇話会等の意見／【Check】の観点からの意見等

特になし

＜各個別計画の評価状況についての意見＞

特になし

＊住環境形成計画

（未策定）

＊安全安心アクションプラ

ン（未策定）

歩行者と自転車を優先する

まちアクションプラン

＊公共施設等

総合管理計画（未策定）

＊商工業振興計画・小坪海浜

地域活性化計画（未策定）

B

■

審議会等が妥当と

考える評価区分
B

・５つの個別計画のうち、策定されている計画は一つである。

・A評価の計画が２つあり、全体として、どの事業も概ね順調に進捗しているため、取組みはある程度達成

できたと言える。

・B評価の計画については、一部の事業に遅れや課題が見受けられる。また、歩行者と自転車を優先する

まちアクションプランについては、審議会等における評価はB評価であった。安全で安心して快適に暮らせ

るまちをめざし、着実に事業に取り組んでいく。

わたしたちは、逗子が持つ豊かな自然環境やコミュニティの質の高いまちを未来に継承していきます。

そのため、土地利用の基本方針を尊重し、社会ニーズを的確にとらえ、長期的な視点に立った都市のデザイン

を描いて、計画的なまちづくりを進め、誰もが安全で安心して快適に暮らせるまちをめざします。

め
ざ
す
べ
き
ま
ち
の
姿

１ 良好な住環境の形成により、
くつろぎが生まれるまち

２ 災害に強く、犯罪のない安全なまち ３ 歩行者と自転車を優先するまち ４ 都市機能の整った快適なまち
５ 地域資源を生かした

個性豊かなにぎわいのあるまち
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＜基幹計画の今後の展開や策定に向けて考慮・検討を要する事項＞（次期計画に向けた意見）

＜計画の推進・改善に向けて意見・提案＞（今年度、来年度に向けた意見）

特になし

歩行者と自転車を優先するまちアクションプランについて、歩行者も自転車も優先することができる社会をめざ

すに当たっては、自転車がどのような利用をされているかという実態を把握し、自転車の乗り方等ルールやマ

ナーの一層の周知・啓発を図られたい。

◇審議会・懇話会等の意見／【Action】の観点からの意見等
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　市民の安全で快適な都市生活を維持し、拡充を図るため、高齢化の急速な進展や多様化する社会ニーズに対応し、長

期的な視点に立った都市機能の整備が必要です。

　本市の財政状況や限られた土地の利活用の視点、高齢化等への配慮から施設の複合化や多機能化、バリアフリー化を

図り、また、地震をはじめとした自然災害等を考慮した都市機能の再編・再整備を計画的に進めます。

市営住宅整備事業の自己評価は「（ｂ）概ね順調である」に

対し、総合計画審議会進行管理部会としては「（ａ）順調で

ある」と評価する。

しかしながら、評価については「Ｂ取組はある程度達成でき

た」が妥当と考える。

　　　　　　　　　　　　　総括

＊公共施設等総合管理計画　《未策定》
【個別計画進行管理総括表】

◇理念（最上位の目標）＝総合計画基本構想の「取り組みの方向」の評価

■

周辺住民や自治会の意見・要望を聞きながら、

市営住宅整備が進められる等、社会ニーズに対

応し、長期的な視点に立った都市機能整備につ

いて概ね順調に進捗している。

審議会・懇話会等の総括意見
（個別計画の懇話会等が作成）

B

◇施策体系別の評価

施 策 体 系 コ メ ン ト 審議会・懇話会等の意見評価
総合評価の状況

(a) （b） （c）
（参考） 予算事業名

JR東逗子駅

前用地活用事

業

事業予算なし 《事業進行管理表欄再掲》

総合評価については妥当と

考える。

1

事業スケジュールの見直し

を行った。

1

評価

市営住宅整備

事業

・市営住宅整備事業

・住宅管理事業

《事業進行管理表欄再掲》

今後の不確定要素を考慮し

控え目に評価したとのことで

あったが、将来発生するかも

しれない要素は考慮する必

要はなく、「（a）順調である」が

妥当と考える。

b 1(1)

周辺住民や自治会の意見・

要望を聞きながら、市営住

宅整備が進められた。2

(a)

取
り
組
み
の
方
向

b
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＊市民主権プラン 　《未策定》
5　新しい地域の姿を示す市民主権のまち

【基幹計画進行管理表】

理念（最上位の目標）＝総合計画基本構想の「めざすべきまちの姿」の評価

総括コメント 評価

◇基幹計画に位置づけられる個別計画の総括評価結果

B

B

◇市の評価

B B

＜審議会・懇話会等総括意見＞

◇審議会・懇話会等の意見／【Check】の観点からの意見等

特になし

＜各個別計画の評価状況についての意見＞

特になし

＊市民自治推進計画

（未策定）
男女共同参画プラン

＊情報化推進計画

（未策定）

＊国際交流推進計画

（未策定）

B

■

審議会等が妥当と

考える評価区分
B

・４つの個別計画のうち、策定されている計画は一つである。

・市民自治推進計画、男女共同参画プラン、国際交流推進計画について、前年度A評価だったところからB

評価へと評価が下がった。

・国際交流推進計画の評価は、天候不良のためイベントへの参加者数が減少したという事情に起因する。

・市民主権のまちづくりを推進するに当たっては、市民自治推進計画に位置付けられた事業の順調な進捗

が必須であることから、地域自治システム推進事業をはじめとして、市民の主体的な活動を促進する事業

の確実な実施を図っていく。

１ 市民自治のまち ２ 誰もが尊重され、自由で平等なまち ３ 情報化で、よりよく暮らせるまち ４ 世界とつながり、平和に貢献するまち

市民は、市政の主権者であり、まちづくりに参加する権利を有します。

わたしたちは、主権者である市民として、互いに尊重し合いながら、その人のもつ個性や能力を十分に発揮できる地域社

会をつくっていきます。また、グローバル化した社会の中で、地域や国を越えて、世界に貢献していきます。

わたしたちは、地域社会、さらには世界の一員として主体的に行動する市民主権のまちをつくります。

め
ざ
す
べ
き
ま
ち
の
姿
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＜基幹計画の今後の展開や策定に向けて考慮・検討を要する事項＞（次期計画に向けた意見）

＜計画の推進・改善に向けて意見・提案＞（今年度、来年度に向けた意見）

特になし

特になし

◇審議会・懇話会等の意見／【Action】の観点からの意見等
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　逗子のまちづくりを担っているのは、市民一人ひとりです。市民が、自分のことだけでなく、他人や地域、自然のことを自

分のことのように考え、行動することができる市民の姿が望まれます。

　また、逗子に住み、働き、学び、交わるあらゆる主体が、地域の一員として、考え、行動し、それぞれの関係の中で互いの

理解を深め、担い合い支え合うことにより、心豊かな市民自治のまちを実現します。

地域自治システム推進事業の自己評価は「（ｂ）概ね順調

である」に対し、総合計画審議会進行管理部会としては

「（ｃ）順調ではない」と評価する。

しかしながら、評価については「Ｂ取組みはある程度達成

できた」が妥当と考える。

　　　　　　　　　　　　　総括

＊市民自治推進計画　《未策定》
【個別計画進行管理総括表】

◇理念（最上位の目標）＝総合計画基本構想の「取り組みの方向」の評価

■

（仮称）自治基本条例、（仮称）市民協働推進条

例の制定に向けて着実に事業が進められてい

る。

また、住民自治協議会が新たに一つ設置される

など、市民自治のまちの実現に向け、概ね順調

に進捗している。

審議会・懇話会等の総括意見
（個別計画の懇話会等が作成）

B

◇施策体系別の評価

施 策 体 系 コ メ ン ト 審議会・懇話会等の意見評価
総合評価の状況

(a) （b） （c）
（参考） 予算事業名

(仮称)自治基

本条例検討事

業

（仮称）自治基本条例

検討事業

《事業進行管理表欄再掲》

総合評価については妥当と

考える。

1

（仮称）自治基本条例の制

定に向け、市民参加のワー

クショップ及び学識等による

検討会の実施など、順調に

進捗している。

1

評価

地域自治シス

テム推進事業

地域自治システム推

進事業

《事業進行管理表欄再掲》

総合評価については妥当とはいえない。

地域自治システムの推進に当たっては、

逗子小学校区の状況を踏まえると、2018

（平成30）年度の目標達成は相当厳しい

現状であると言わざるを得ない。このこと

から、評価について順調であるとみなせ

ないと考える。

b 1 (1)

５つの小学校区中、住民自

治協議会が３つ、住民自治

協議会準備会が１つ設立さ

れた。逗子小学校区につい

ては、設立に向けた準備を

行った。

2

(c)

市民協働推進

事業(市民協

働推進条例の

制定)

市民協働推進事業 《事業進行管理表欄再掲》

総合評価については妥当と

考える。

b 1

（仮称）市民協働推進条例

の制定に向けた調査・検討

を行った。（仮称）自治基本

条例の制定手続きにあわせ

進める必要があることから、

懇話会は開催しなかった。

3

取
り
組
み
の
方
向

a

139



140



141



142



143



144



145



146



147



148



149



150



151



152



153


	空白ページ
	空白ページ
	１節　福祉プラン
	４節　＊都市デザイン計画《未策定》
	５節　＊市民主権プラン《未策定》

